








































１.はじめに 　イ．安全管理体制の課題と今後の取り組み
　・坂城駅構内で発生した、普通列車と保守用車の接触事故は、保守用車係員による取扱誤りに起因して 　　◎安全管理体制の強化
　　おり多くのお客様に、多大なご迷惑をお掛けする結果となった。
　・この事態を踏まえ、事故対策・旅客対策を全社的に検討するため、社長をリーダーとする事故検証 ◎安全パトロールの強化
　　チームを設置して事故の原因及び背後要因の摘出を行い、その結果をもとに事故の再発防止と対応 ・定期的な安全パトロールが行われていない ・作業実態を把握するため夜間の安全パトロール
　　の在り方等をまとめた。 　を計画的に実施する。

２．事故の概要 ◎教育訓練の見直し
　・平成25年9月3日（火）0時04分坂城駅構内において、長野駅発上田駅行最終列車と保線用の保守用車 ・監督者に対する教育について、机上教育が中心 ・今までの机上教育に加えて現地での実地教育
　　が接触する事故が発生した。 　であった. 　も行う。
　　　保守用車は屋代～篠ノ井駅間上り線の道床つき固め作業の目的で、坂城駅の基地線から0：03に、 ・元請会社で実施している教育に立ち会い、厳密
　　本線に向けて移動を開始し、車両接触限界標識を越えて停車した。 　な指導がされているかを確認する。
　　　一方、最終列車の1692Ｍは坂城駅を30秒の遅れで発車したが、前方の保守用車の陰からの人影を

　　発見したため直ちに非常ブレーキをとるも及ばず保守用車と衝撃した。 ◎保安確認書の見直し
・工事従事員の作業状況の把握管理が十分でな ・工事契約時提出される保安確認書の書式を変更

３．列車影響 　かった。 （オペレーターの氏名・資格・作業従事実績を

　・部分運休を含めて19本が運休、18本の列車に5分以上の遅れが発生し、約1万人のお客様に影響を及ぼ 　追加記入する）

　　した。

◎登録会社の資格要件の定期的な見直し
４．原因 ・請負工事登録会社の資格要件について、登録 ・安全管理体制、資格保有者数、最近の工事実績

　・保守用車の監督者が指令に作業着手承認の申し込みをする前に、保守用車を基地線から車両接触限界 　等の資格要件・資格審査方法の見直しを行う。

　　標識を越えて移動させたことによる。

　◎安全レベルのさらなる向上のための取り組みと実行管理

５．事故後の緊急対策 　　・会社主催の安全大会の充実を図る。

　・基本動作、基本作業実施の指示、立ち会い指導、勉強会等を実施した。 　　・今回の対策等を着実に実行するため、達成状況を評価し安全管理体制を強化する。

６．今回の事故を踏まえて具体的に実施する対策 （２）応急復旧作業・旅客対応の課題と今後の取り組み

（１）事故の課題と今後の取り組み

　ア．作業上の課題と対策 ◎脱線復旧作業の遅れ ◎機材の整備と訓練の実施
・保守用車が重量であることと復旧機材の準備 ・脱線復旧機材の整備と、定期的な復旧訓練の実

◎作業の確実な実行 　が無く作業に手間取った。 　施。

・現場での点呼が実施されておらず、時計の整正 ・請負会社は現場における点呼を厳正に行う。

　も行われていなかった。 　併せて指令との現場打ち合わせ時に、指令から ◎お客様への案内不足、情報伝達の遅れ ◎お客様への案内体制の強化
　｢時計整正よいか」の確認チェックを行う。 ・復旧作業の見通しが立たず、的確かつ迅速な ・始発列車に影響があると判断した時は、各駅へ

・準備中のエアーの異音に対して保守用車の点検 ・請負会社にて、保守用車従事員役割分担表と作業 　案内が出来なかった。 　の情報をＦＡＸに加えて電話連絡も実施し初動

　を監督者が行い本来業務の列車の確認を行わな 　チェックシートを作成して各自が役割に応じた作 ・復旧作業の情報が少なく運転再開時期の案内 　体制の強化を図る。

　かった。 　業とダブルチェックを行う。 　が出来なかった。 ・輸送障害の規模に応じて応援社員の派遣を実施

　して案内体制の強化を図る。

◎作業手順の標準化 ◎的確、迅速な情報の提供
・保守用車の調子が良くなかったことによる「あ ・保守用車を移動させる時監督者とオペレーターの ・情報伝達の仕組みが不足していた。 ・本社内の役割明確にして迅速な情報提供を実施

　せり」等から着手承認を受ける前に移動開始を 　打ち合わせ方について「保守用車使用手引」を作成 　する。

　指示して、クリアランスを超えて移動させた。 　して作業の標準化を図る。 ・報道機関、沿線自治体及び学校への情報提供に

　加えて伝達手段の多様化・多重化を構築する。

◎設備の改良
・構内照明の点検を実施し、信濃追分・田中・ 坂城 ◎代行バスの台数の不足 ◎代行バスの実施に向けた準備
　駅構内照明スイッチの移設を行う。 ・台数の不足により乗り残しの旅客が多数となっ ・代行バス実施マニュアルの見直しを実施する。

・保守用車進出防止柵を、5箇所の保守基地に新設す 　た。 ・代行バス実施に向けて新たな事業者の開拓を行

　る。（信濃追分・平原・田中・坂城・千曲） 　い台数の確保の準備を行う。

　以降見直しを実施していない。
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